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【研究目的】 

昨今、少子化は進行し、こどもの貧困が問題となっている。第15回出生動向調査によると、夫婦の理想

の子供の数、予定の子供の数は年々減少しており、さらに理想のこどもの数は予定の子供の数を下回って

いる。夫婦の予定子ども数が理想子ども数を下回る背景は、半数以上が経済的理由であり、特に妻 35 歳 

未満の若年層では80％以上が経済的理由を挙げている。子育てに関わる費用として、妊婦健康診査、分娩、

さらにその後の教育や生活にかかる費用であるが、これらの費用に関する補助は、妊娠分娩に関しては、

妊婦健康診査の公費補助や出産育児一時金、子育てに関しては、幼児教育・保育の無償化、児童手当、   

義務教育無償化、子ども医療費助成制度等様々存在するものの、実際は経済的負担が予定の子供の数を  

持てない要因として大きくのしかかっている。また、社会的ハイリスク妊娠、未受診妊婦の背景要因とし

て経済的問題が挙げられていることは周知の事実であるが、妊婦健康診査の公費補助があっても自己負担

は発生し、分娩に関しても、出産育児一時金では不十分である可能性がある。 

本研究の目的は、妊婦健康診査、分娩および出生後早期に関わる私費について調査することで、妊娠分娩

および生後早期の育児に必要な費用を算出し、今後の公的負担の拡充の必要性について検討することで 

ある。 

 

【研究方法】 

対象者は、妊娠出産情報アプリ Baby プラス(管理・運営：株式会社ハーゼスト)に登録している妊婦の 

うち、任意のアンケートへの回答者とし、対象者数は5,000人程度を予定する。Babyプラスは無料アプリ

であり、登録情報は、妊娠中の女性の健診先もしくは分娩先病院および分娩予定日のみである。     

ハーゼストから授受されるデータはアンケートに含まれる情報のみである。アンケートでは、不妊治療に

要した費用、妊婦健康診査で医療機関に実際支払った費用、分娩以外の入院等で支払った費用、分娩時に

実際支払った費用(出産育児一時金除く)、母親学級やマタニティ期のレッスンにかかった費用、里帰り分娩

にかかった費用、出産後一か月健診までに必要としたマタニティ用品や育児物品に関連する費用を調査 

する。基礎情報として、居住の都道府県、経産回数(今回の出産含む)、胎児数、分娩週数、分娩時年齢、  

分娩施設、世帯収入、婚姻状態を合わせて調査する。アンケートの趣旨と調査内容を告知し、妊娠中、   

産後のどの時期にも回答できる形式とする。 

 

【研究結果】 

2021年 12月 1日よりアンケートを開始し、2022年 4月 7日現在で 1,968人から回答を得ている。調

査継続中である。 

 

【考察】 

調査進行中であり、考察は、結果が出次第行う予定である。 

 

【結論】 

本検討により、これまで明らかではなかった妊娠、分娩に関する費用負担の実際が明らかとなるものと

考えられる。また、地域格差や分娩医療機関による差が明らかとなる可能性がある。 
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Ａ．研究目的 

我が国において、少子化は進行し、出生数は2016年

に100万人を下回ったのち、さらに下降の一途をたど

り、2020年には84万832人と1899年の調査開始以

来の過去最少を記録した。第 15 回出生動向調査によ

ると、夫婦の理想の子供の数、予定の子供の数は年々

減少しており、さらに理想のこどもの数は予定の子供

の数を下回っている。夫婦の予定子ども数が理想子ど

も数を下回る背景は、半数以上が経済的理由であり、

特に妻35歳未満の若年層では80％以上が経済的理由

を挙げている。2019 年国民生活基礎調査によると、

2018 年度の子どもの貧困率は 13.7%と減少傾向にあ

るものの約7人に1人の割合である。児童のいる世帯

は21.7％とこれも減少傾向にあるが、児童のいる世帯

における生活の意識は、苦しいが60.4％、母子世帯で

は86.7％と非常に高く、こどもを養育している世帯に

おいて経済的困窮は大きな問題であることが分かる。

子育てに関わる費用として、妊婦健康診査、分娩、さ

らにその後の教育や生活にかかる費用であるが、これ

らの費用に関する補助は、妊娠分娩に関しては、妊婦

健康診査の公費補助や出産育児一時金、子育てに関し

ては、幼児教育・保育の無償化、児童手当、義務教育

無償化、子ども医療費助成制度等様々存在するものの、

実際は経済的負担が予定の子供の数を持てない要因

として大きくのしかかっている。 

また、社会的ハイリスク妊娠、未受診妊婦の背景要

因として経済的問題が挙げられていることは周知の

事実であるが、妊婦健康診査の公費補助があっても、

自己負担は発生し、分娩に関しても、出産育児一時金

では不十分である可能性がある。社会的ハイリスク、

特に未受診妊婦では、早産や低出生体重児、死産、母

体死亡等の妊娠中の医学的なリスクが上昇すること

も報告されている。 

妊婦健康診査の公的補助は市町村毎に決まってい

るが、産科医療機関によって妊婦健康診査の費用や検

査費用は一定ではなく、毎回妊婦健康診査の全額が賄

えるわけではない。また、妊娠合併症や合併症妊娠等

で特殊な検査を受ける場合にはその都度費用が追加

されるため、実際の妊婦健康診査における自己負担額

について詳細なデータはない。また、産科医療機関に

よっては分娩にかかる費用の設定も一定ではなく、特

に都市部では、出産育児一時金では不十分であること

が予想される。さらに妊娠出産には医療費だけではな

く、様々な物品が必要となるが、それらは自己負担で

あり、妊娠出産に関わる経済的負担は、公的補助があ

ったとしてもまだまだ大きいと考えられる。そこで、 

妊婦健康診査、出産および出生後早期に関わる私費に

ついて調査することで、妊娠出産および生後早期の育

児に必要な費用を算出し、今後の公的負担の拡充の必

要性について検討することを目的とする。この調査に

よって、自己負担の額が明らかとなることで、公的補

助の在り方の改善につなげる提言ができる可能性が

ある。 

Ｂ．研究方法  

Baby プラスは無料アプリであり、登録情報は、妊

娠中の女性の健診先もしくは分娩先病院および分娩

予定日のみである。ハーゼストから授受されるデータ

はアンケートに含まれる情報のみである。アンケート

では、不妊治療に要した費用、妊婦健康診査で医療機

関に実際支払った費用、分娩以外の入院等で支払った

費用、分娩時に実際支払った費用(出産育児一時金除

く)、母親学級やマタニティ期のレッスンにかかった費

用、里帰り分娩にかかった費用、出産後一か月健診ま

でに必要としたマタニティ用品や育児物品に関連す

る費用を調査する。基礎情報として、居住の都道府県、

経産回数(今回の出産含む)、胎児数、分娩週数、分娩時

年齢、分娩施設、世帯収入、婚姻状態を合わせて調査

する。アンケートの趣旨と調査内容を告知し、妊娠中、

産後のどの時期にも回答できる形式とする。 

アンケートは妊娠前、妊娠中、産後1か月までの3

つの区分に分かれており、一つの時期のみでも回答で

きるものとする。アンケートに同意するという項目を

クリックした方のみがその後のアンケートを解答す

る形式とする。 

 

■アンケート項目 

1)基礎情報  

・居住の都道府県  

  ・経産回数(今回の出産含む)  

  ・胎児数  

  ・分娩週数  

  ・分娩時年齢  

  ・分娩施設 

  ・世帯年収 

・婚姻状態(既婚・未婚(入籍予定 あり・なし)) 

   

2)妊娠前の費用負担 

 ・今回の妊娠方法 

(自然妊娠、タイミング法、排卵誘発、体外受精) 

 ・不妊治療をされたかたのみ 

・今回の妊娠に至るまでにかかった不妊治療の費用 

・今回の妊娠に至るまでに要した不妊治療の期間 

3)妊娠中の費用負担 

・妊婦健康診査の受診回数  
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・妊婦健康診査で実際病院に支払った合計額  

・母親学級、両親学級にかかった費用 

・マタニティ期のレッスン(マタニティスイミングや   

ヨガ等)にかかった費用 

・妊娠合併症等による入院の費用 

 

4)分娩～産後1か月までの費用   

・出産育児一時金を差し引いて、実際に支払った金額 

・産後1か月健診までに購入したマタニティ用品およ

び育児物品(複数選択) 

①マタニティ用品 

 ・マタニティウェア 

 ・骨盤ベルト 

 ・里帰り費用 

 ・その他(  ) 

②育児用品 

・ベビーシート/チャイルドシート 

・ベビーカー 

・抱っこ紐 

・肌着/衣類  

・おむつ 

・おしりふき 

・ベビーバス等の入浴関連 

 ・ベビーベット/布団等 

 ・粉ミルク 

 ・哺乳瓶/哺乳瓶用洗剤 

・搾乳機/搾乳機の洗浄用品 

・授乳クッション/授乳用下着等 

 ・その他(   ) 

 ①②の物品にかかった費用の合計 

 

（倫理面への配慮） 

アンケートフォームの中に、個人情報に関する下記の

内容を含めた。また、インターネット上のアンケート

であり個人が特定されることがないことを明記した。 

 

〔個人情報保護に関する基本方針〕 

1.個人情報の収集は、本研究が行う事業の範囲内で利

用目的を明確に定め、その目的達成に必要な限度にお

いてのみ、適法かつ公正な手段で行います。 

2.個人情報の利用は、本人の同意が得られた利用目的

の範囲内で行います。また、本人の同意がない限り第

三者には提供致しません。 

3.取得した個人情報は管理責任者を定め、不正アクセ

ス、改ざん、破壊、漏洩、紛失等のリスクに対して、

合理的な安全対策を講じます。 

4.本研究が業務を外部へ委託する際には、個人情報保

護が損なわれることのないよう、必要かつ適切な管理

を講じます。 

5.本人より個人情報について開示、訂正、削除を求め

られた場合は、原則として合理的な期間内に速やかに

対応します。 

大阪母子医療センターにおいて、倫理研究申請を行い、

承認されている（受付番号：1463） 

 

Ｃ．研究結果 

2021年 12月 1日からアンケートを開始し、2022年

4月7日現在で1,968人の回答を得ている。現在進行

中であり、詳細な解析については今後施行予定である。 

Ｄ．考察 

調査進行中であり、考察は、結果が出次第行う予定で

ある。 

Ｅ．結論 

本検討により、これまで明らかではなかった妊娠、分

娩に関する費用負担の実際が明らかとなるものと考

えられる。また、地域格差や分娩医療機関による差が

明らかとなる可能性がある。 

 

Ｆ．研究発表 

なし 

1. 論文発表 

なし 

2.  学会発表 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

なし 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3. その他 

 

 

 

 

 


